
協議第３８号 

 

 

 

その他の福祉事業の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

生活保護、母子・父子家庭事業については、各務原市の現行制度に統

一する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

福
祉
部
会

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
そ
の
他
の
福
祉
事
業
（
生
活
保
護
、
母
子
・
父
子
家
庭
）

2
級
地
の
2

3
級
地
の
2

2
2
6
世
帯
　
3
1
3
人

6
世
帯
　
7
人

（
平
成
1
5
年
4
月
1
日
現
在
）

：
毎
月
5
日

：
毎
月
5
日

：
窓
口
払
い
及
び
口
座
振
込
み

：
口
座
振
込
み

①
、
②
、
③
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

①
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
に
定
義
す
る
寡
婦

な
し

③
住
民
基
本
台
帳
等
登
録
者
で
2
年
以
上
の
居
住
者

年
額
　
2
,
0
0
0
円
（
基
準
日
9
月
1
6
日
）

平
成
1
4
年
度
　
1
,
0
8
6
千
円
（
5
4
3
人
）

①
、
②
、
③
す
べ
て
に
該
当
す
る
も
の

③
住
民
基
本
台
帳
等
登
録
者
で
1
年
以
上
の
居
住
者

児
童
・
生
徒
1
人
　
1
0
,
0
0
0
円

①
父
が
死
亡
し
た
児
童
・
生
徒

③
父
が
重
度
の
障
害
に
あ
る
児
童
・
生
徒

④
そ
の
他

年
額
　
6
,
0
0
0
円
（
基
準
日
5
月
5
日
）

平
成
1
4
年
度
　
5
,
9
5
8
千
円
（
9
9
3
人
）

※
　
母
子
寡
婦
福
祉
貸
付
金
な
ど
、
両
市
町
が
同
一
基
準
に
て
実
施
し
て
い
る
事
業
は
、
調
整
を
必
要
と
し
な
い
た
め
省
略
し
、
新
市
に
お
い
て
も
同
様
に
実
施
す
る
。

　
各
務
原
市
の
現
行
制

度
に
統
一
し
、
川
島
町

に
つ
い
て
は
、
県
か
ら

各
務
原
市
へ
移
管
さ
れ

る
。

対
象

者

保
護
費
支
払

対
象

認
定
事
務
手
順

被
保
護
者

　
新
市
の
住
民
を
対
象

に
継
続
し
て
実
施
す
る
。

②
1
8
歳
未
満
の
児
童
が
い
な
い
6
9
歳
ま
で
の
も
の

②
小
・
中
学
校
に
入
学
す
る
児
童
・
生
徒
の
家
庭

①
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
に
定
義
す
る
配
偶
者
が

い
な
い
女
子
、
男
子
の
家
庭

調
整
方
針

協
議
項
目

協
議
細
目

調
整
方
針

川
島
町

３
．
母
子
家
庭
等

児
童
入
学
祝
金

４
．
す
こ
や
か
手
当

支
給

額
支
給
実
績

対
象

者

級
地
区
分

支
給

額

　
生
活
保
護
、
母
子
・
父
子
家
庭
事
業
に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。

項
　
　
　
　
目

区
　
　
　
分

各
務
原
市

２
．
寡
婦
福
祉
手

当
金

１
．
生
活
保
護

調
整
の
方
針

支
給
実
績

義
務
教
育
終
了
前
児
童
・
生
徒
で
下
記
の
要
件

に
該
当
す
る
も
の

②
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
、
父
親
と
別
れ
て
生
活

し
て
い
る
児
童
・
生
徒

支
給

額

平
成
1
4
年
度
　
小
学
校
7
4
人
、
中
学
校
8
4
人

支
給
実
績

支
払
日

支
払
方
法

支
払
日

支
払
方
法

＜
参
考
＞

○
川
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
実
施

　
事
業
名
：
母
子
・
父
子
家
庭
児
童
小
・
中
学
校
入
学
激
励
金

　
対
　
象
：
川
島
町
内
の
母
子
・
父
子
家
庭
で
新
入
学

　
　
　
　
　
（
小
中
学
校
）
の
児
童
・
生
徒
が
い
る
世
帯

　
金
　
額
：
児
童
・
生
徒
1
人
　
5
,
0
0
0
円

　
実
　
績
：
平
成
1
4
年
度
　
小
学
校
4
人
、
中
学
校
7
人

各
務
原
市
福
祉
事
務

所 　
・
申
請
受
付

・
認
定

川
島
町
役
場

　
・
受
付
(
窓
口
)

　
・
申
請
進
達

岐
阜
地
域
福
祉
事
務
所

　
・
申
請
受
付

　
・
認
定

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



協議第３９号 

 

 

 

商工・観光関係事業（融資事業）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

融資事業については、各務原市の現行制度に統一する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

産
業
部
会

な
し

1
5
年
以
内

年
利
3
.
0
4
%
（
保
証
料
別
）

元
利
均
等
月
賦
償
還
（
ボ
―
ナ
ス
併
用
可
）

1
世
帯
1
0
0
万
円
以
内
で
1
万
円
単
位

1
世
帯
5
0
万
円
以
内
で
1
万
円
単
位

年
利
2
.
4
3
%
+
保
証
料
0
.
7
%

年
利
2
.
5
3
%
＋
保
証
料
0
.
7
%

元
利
均
等
月
賦
償
還

元
利
均
等
月
賦
償
還

勤
労
者
に
生
活
資
金
を
融
資
す
る
こ
と
に
よ
り
、

生
活
の
安
定
を
図
る
。

教
育
、
出
産
、
医
療
、
冠
婚
葬
祭
、
家
屋
修
繕
、

生
活
必
需
品
の
購
入
な
ど

3
6
ヶ
月
（
3
年
）
以
内

1
件
　
4
0
0
千
円
（
平
成
1
4
年
度
）

貸
付
実
績

3
2
件
　
2
0
,
0
8
0
千
円
（
平
成
1
4
年
度
）

資
金
使
途

1
世
帯
5
0
万
円
以
上
、
5
0
0
万
円
以
内
で
1
0
万
単
位

融
資
期
間

利
率

返
済
方
法

融
資
額

利
率

返
済
方
法

貸
付
実
績

教
育
費
、
出
産
、
医
療
費
、
冠
婚
葬
祭
費
、
生
活

必
需
品
の
購
入
資
金
な
ど

4
8
ヶ
月
（
4
年
）
以
内
、
た
だ
し
、
育
児
休
業
中
の

生
活
資
金
の
場
合
は
、
6
0
ヶ
月
（
5
年
）
以
内

目
的

資
金
使
途

勤
労
者
の
日
常
生
活
に
必
要
な
生
活
資
金
の
供
給

を
円
滑
に
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
。

な
し
（
平
成
1
4
年
度
）
…
返
済
中
4
件
（
H
1
5
/
3
月
末
）

融
資
額

年
利
0
.
7
5
%
（
保
証
料
別
）

元
利
均
等
月
賦
償
還
ま
た
は
一
括
償
還

そ
の
他

利
子
補
給
制
度
有
り
（
貸
付
金
完
済
後
）

返
済
方
法

新
築
、
増
改
築
、
分
譲
住
宅
（
中
古
住
宅
を
含
む
）

の
購
入
資
金

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
商
工
・
観
光
関
係
事
業
（
融
資
事
業
）

協
議
細
目

調
整
の
方
針

　
融
資
事
業
に
つ
い
て
は
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。

備
　
　
　
考

融
資
期
間

２
．
勤
労
者
住
宅

貸
付
制
度

融
資
額

区
分

各
務
原
市

貸
付
実
績

7
7
件
　
3
3
3
,
3
0
0
千
円
（
平
成
1
4
年
度
）

３
．
勤
労
者
生
活

資
金
融
資
制
度

融
資
期
間

利
率

川
島
町

自
ら
居
住
す
る
た
め
に
住
宅
の
新
築
、
増
築
、
改

築
、
移
転
、
修
繕
、
模
様
替
え
又
は
購
入
を
必
要

と
す
る
勤
労
者
に
対
し
、
住
宅
建
設
資
金
を
貸
付

け
、
持
家
を
推
進
す
る
こ
と
で
生
活
の
改
善
向
上

と
あ
わ
せ
て
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
。

目
的

１
．
小
口
融
資
制
度

項
　
　
　
　
目

運
転
資
金
・
設
備
資
金
・
運
転
設
備
資
金

1
,
2
5
0
万
円
以
内
（
県
保
証
協
会
に
保
証
残
高
が
あ

る
場
合
は
、
こ
れ
を
含
め
て
2
,
0
0
0
万
円
以
内
）

9
6
ヶ
月
（
8
年
）
以
内

資
金
使
途

目
的

融
資
の
円
滑
か
つ
迅
速
化
を
図
り
、
市
内
に
お
け

る
中
小
企
業
の
経
営
の
安
定
に
資
す
る
。

各
務
原
市
小
口
融
資
制
度
に
係
る
そ
の
他
の
制
度

　
☆
利
子
補
給
制
度

　
　
中
小
企
業
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
為
、

　
　
小
口
融
資
制
度
を
利
用
さ
れ
た
方
で
、

　
　
延
滞
等
無
く
完
済
さ
れ
た
利
用
者
に
、

　
　
貸
付
利
率
の
一
部
（
2
.
0
％
以
内
）
を

 
 
 
 
補
給
す
る
。

　
☆
保
証
料
補
助
制
度

　
　
中
小
企
業
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
為
、

　
　
小
口
融
資
制
度
を
利
用
さ
れ
た
方
で
、

　
　
岐
阜
県
信
用
保
証
協
会
に
支
払
っ
た

　
　
信
用
保
証
料
の
一
部
を
補
助
す
る
。

制
度

預
託
金

預
託

先
融
資
実
行
可
能
範
囲

小
口
融
資

4
5
0
,
0
0
0
千
円

岐
阜
県
信
用
保
証
協
会

協
調
倍
率
5
倍

勤
労
者
住
宅
資
金

4
4
,
0
0
0
千
円

取
扱
金
融
機
関

協
調
倍
率
3
倍

勤
労
者
生
活
資
金

6
0
,
0
0
0
千
円

取
扱
金
融
機
関

協
調
倍
率
2
倍

◆
預
託
金
の
状
況
に
つ
い
て
（
各
務
原
市
）

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



協議第４０号 

 

 

 

その他事業（指定金融機関等）の取扱いについて（案） 

 

 

 

  

 

指定金融機関は、現行の各務原市の指定金融機関とする。 

収納代理金融機関として、現行の各務原市が指定する機関に加えて、

新たに岐阜南農業協同組合及びいちい信用金庫を指定する。 

 

  

 

 



専
門
部
会

企
画
財
政
部
会

<
そ
の
他
>

㈱
十
六
銀
行
川
島
支
店

㈱
大
垣
共
立
銀
行
浅
井
支
店

㈱
岐
阜
銀
行
各
務
原
支
店

㈱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
木
曽
川
支
店

岐
阜
信
用
金
庫
浅
井
支
店

い
ち
い
信
用
金
庫
浅
井
支
店

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
そ
の
他
事
業
（
指
定
金
融
機
関
・
収
納
代
理
金
融
機
関
）

協
議
細
目

㈱
十
六
銀
行

　
（
平
成
1
3
年
4
月
1
日
指
定
）

　
　
・
公
金
の
収
納
及
び
支
払
の
事
務
を
統
括
す
る

　
　
　
店
舗
は
各
務
原
支
店
と
す
る
。

各
務
原
市

川
島
町

岐
阜
南
農
業
協
同
組
合

　
（
平
成
1
2
年
1
0
月
2
日
指
定
）

　
　
・
（
川
島
支
店
）

　
・
指
定
金
融
機
関
は
、
公
金
の
収
納
及
び
支
払
い
事
務
を
取
り
扱
わ
せ
る
金
融
機
関
。

　
・
収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
公
金
の
収
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
金
融
機
関
。

　
・
㈱
十
六
銀
行
の
指
定
金
融
機
関
と
し
て
の
契
約
期
間
は
、
平
成
1
7
年
３
月
3
1
日
ま
で
で
あ
る
。

　
収
納
代
理
金
融
機
関
は
、
現
行

の
各
務
原
市
が
指
定
す
る
機
関
に

加
え
て
、
新
た
に
岐
阜
南
農
業
協

同
組
合
及
び
い
ち
い
信
用
金
庫
を

指
定
す
る
。
合
併
時
に
、
こ
れ
を

告
示
す
る
。

　
川
島
町
収
納
代
理
金
融
機
関

は
、
合
併
の
前
日
を
も
っ
て
指
定

を
取
消
し
、
告
示
す
る
。

調
整
の
方
針

　
指
定
金
融
機
関
は
、
現
行
の
各
務
原
市
の
指
定
金
融
機
関
と
す
る
。

　
収
納
代
理
金
融
機
関
と
し
て
、
現
行
の
各
務
原
市
が
指
定
す
る
機
関
に
加
え
て
、
新
た
に
岐
阜
南
農
業
協
同
組
合
及
び
い
ち
い
信
用
金
庫
を
指
定
す
る
。

㈱
大
垣
共
立
銀
行

㈱
岐
阜
銀
行

㈱
み
ず
ほ
銀
行

㈱
三
井
住
友
銀
行

㈱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

岐
阜
信
用
金
庫

大
垣
信
用
金
庫

東
濃
信
用
金
庫

関
信
用
金
庫

岐
阜
商
工
信
用
組
合

東
海
労
働
金
庫

各
務
原
市
農
業
協
同
組
合

２
．
収
納
代
理

　
　
金
融
機
関

　
指
定
金
融
機
関
は
、
現
行
の
各

務
原
市
の
指
定
金
融
機
関
で
あ
る

㈱
十
六
銀
行
と
す
る
。

　
川
島
町
指
定
金
融
機
関
は
、
合

併
の
前
日
を
も
っ
て
指
定
金
融
機

関
の
指
定
契
約
を
解
除
し
、
告
示

す
る
。

１
．
指
定
金
融
機
関

調
整
方
針

項
　
　
　
　
目

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会
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